
1. 保健福祉部・子ども家庭部の変遷…… 7 

2. 組  織………………………………… 9 

3. 予算と決算……………………………… 10 

4. 地域保健福祉計画……………………… 13 

5. 保健福祉審議会………………………… 14 

保健福祉部・子ども家庭部の概要





－7－

 

 

1.保健福祉部・子ども家庭部の変遷 

年 月 日               部  課  の  動  き 
昭 40. 4. 1    地方自治法一部改正、制度実施、厚生部を新設し、管理課、福祉課、国民健康保険課、 
   国民年金課、福祉事務所で組織 
  45.12. 1 児童課を新設 
  47. 4. 1 老人福祉センター管理事務所を設置 
  48. 4. 1 老人福祉課を設置 
  49. 4. 1 保育課を設置 
  50. 3. 1 福祉事務所を東西に分割設置 
  50. 4. 1 厚生部から児童課と保育課を切り離して児童部を設置 
  55. 3. 1 都から授産場が移管され管理課が所管 
  50. 4. 1 厚生部から児童課と保育課を切り離して児童部を設置 
  55. 3. 1 都から授産場が移管され管理課が所管 
  57. 4. 1 心身障害者福祉センター管理事務所を設置 
  60. 4. 1 大幅な組織改正が行われ、福祉部は福祉課、老人福祉課、国民健康保険課、国民年金課、 
  副参事（高齢者問題調査担当）、東福祉事務所、西福祉事務所、心身障害者福祉センター 
 管理事務所の 4課 1副参事 3所で構成され、又婦人児童部は、児童課、保育課、婦人青 
 少年課の 3課で構成 

61. 6. 1 福祉課内に福祉相談コーナーを開設 
  63. 4. 1 高齢化対策室設置 
  63. 7. 1 福祉相談コーナーを企画部広報課が吸収 
平  3. 3.31 高齢化対策室を廃止 
   3. 4. 1 高齢者施設整備課を設置 
   高齢社会対策推進室を設置 
   4. 4. 1 婦人児童部を児童女性部、婦人青少年課を女性青少年課に名称変更 
   5. 4. 1 高齢者介護相談センターを新設 
   住宅関係事業一元化のため、都市整備部に住宅事業課を新設 
   6. 3.31 高齢者施設整備課、高齢社会対策推進室を廃止 
   6. 4. 1 高齢者介護相談センターを介護相談センターに組織改正 
    福祉計画課を新設 
   8. 4. 1 福祉部組織改正（平成 8年度・9年度）の初年度 
 福祉課を廃止し、福祉計画課と統合。障害者福祉課の新設 
 介護相談センターを充実し、中央保健福祉センターに改正 
   9. 4. 1 福祉部組織改正（平成 8年度・9年度）の 2年度目 
 東・西福祉事務所を廃止し、生活福祉課を新設 
 中央保健福祉センターを拡充し、東部保健福祉センター、西部保健福祉センターを新設 
 児童女性部を組織改正 
  児童課、保育課を廃止し、管理課、子育て支援課を新設 

10. 4. 1 介護保険準備室を新設 
  11. 4. 1 介護保険準備室を介護保険課に組織改正 
  12. 4. 1 大幅な組織改正が行われ、福祉部と衛生部を統合し、保健福祉部となり、福祉計画課を 
 管理調整課に名称変更し、高齢者福祉課、障害者福祉課、生活福祉課、介護保険課、中 
 央保健福祉センター、東部保健福祉センター、西部保健福祉センター、地域保健課、生 
 活衛生課、健康推進課で構成され、国民健康保険課、国民年金課は区民部に編入 
 児童女性部を子ども家庭部に改組し、管理課、女性青少年課を廃止し、青少年課、子育 
 て支援課、保育園課に再編 
 総務部に男女共同参画推進課を設置 
  13.11.17 東部子ども家庭支援センター、西部子ども家庭支援センターを開設 
  14. 4. 1 池袋保健所（地域保健課、生活衛生課、健康推進課）と長崎保健所を統合 
 健康担当部長を設置、長崎健康相談所を設置 

15. 4. 1 青少年課を子ども課に名称変更 
  17. 4. 1 介護予防担当課長を設置 
  18. 4. 1 地域包括支援センターを設置 
  19. 4. 1 介護予防担当課長を廃止し、高齢者福祉課と統合 保健福祉担当課長を設置 

中央保健福祉センター・東部保健福祉センター・西部保健福祉センターの 3課を中央保健福 
  祉センター1課に統合し、東部保健福祉センター・西部保健福祉センターは分室として再編 
  20. 4. 1 中央保健福祉センターの高齢者部門の係を高齢者福祉課に移行 
  22. 4. 1 西部生活福祉課、がん対策担当課長を設置 
   管理調整課を福祉総務課に名称変更 
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年 月 日               部  課  の  動  き 

 
24. 4. 1 がん対策担当課長を廃止し、地域保健課と統合 

  26. 4. 1 自立推進担当課長、福祉施策特命担当課長、保育政策担当課長を設置 
  27. 4. 1 福祉施策特命担当課長を廃止し、税務課と統合、障害者福祉課を障害福祉課に名称変更、 
 中央保健福祉センターを廃止し、障害福祉課と統合、保育園課を保育課に名称変更 
 地域包括推進担当課長、障害福祉サービス担当課長を設置 
  28. 4. 1 地域包括推進担当課長を廃止 
  29. 4. 1 介護保険特命担当課長、児童相談所設置準備担当課長を設置 
  30. 4. 1 子ども課を子ども若者課に名称変更 
  31. 4. 1 総合高齢社会対策推進室を設置 
令  2. 4. 1 保育支援担当課長を設置 

 3. 1. 15 新型コロナウィルスワクチン接種担当課長を設置 
 3. 4. 1 新型コロナウィルスワクチン接種担当部長を設置 

   4. 4. 1 児童相談所設置準備担当部長を設置 
  子ども家庭支援センターを新設 
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  子ども家庭支援センターを新設 

総 合 高 齢 社 会 対 策 推 進 室 担当係長(総合高齢社会対策)

福 祉 総 務 課
担当係長(総務)、担当係長(計画)、担当係長(施設整備)、担
当係長(民生・児童委員)、担当係長(社会福祉法人)、担当係
長(災害対策)

自 立 促 進 担 当 課 長
担当係長(自立促進)、担当係長（事業推進）、担当係長（入居
相談）

高 齢 者 福 祉 課

担当係長(管理)、担当係長(地域ケア)、担当係長(基幹型セン
ター)、担当係長(高齢者事業)、担当係長(介護予防・認知症
対策)、担当係長(総合事業)、担当係長(生活支援体制整備)、
終活支援係長(終活支援事業)

障 害 福 祉 課
担当係長(管理・政策推進)、担当係長(給付)、担当係長(施
設・就労支援)、担当係長(認定審査)、担当係長（事業者指導
検査）、担当係長(心身障害者福祉センター)

障害福祉サービ ス担当課長

担当係長(身体障害者支援第一)、担当係長(身体障害者支
援第二)、担当係長(知的障害者支援)、担当係長（児童・障害
児支援）、担当係長(精神障害者福祉)、担当係長(発達障害
者相談)

生 活 福 祉 課

担当係長(管理)、担当係長(相談)、担当係長(援護)、担当係
長(保護第1)、担当係長(保護第2)、担当係長(保護第3)、担当
係長(保護第4)、担当係長(保護第5)、担当係長(保護第6)、担
当係長(自立支援)

西 部 生 活 福 祉 課
担当係長(管理)、担当係長(援護)、担当係長(相談)、担当係
長(自立支援)、担当係長(保護第1)、担当係長(保護第2)、担
当係長(保護第3)、担当係長(保護第4)、担当係長(保護第5)

介 護 保 険 課

担当係長(管理)、担当係長(認定審査)、担当係長(認定調
査)、担当係長(資格賦課)、担当係長(収納)、担当係長(給
付)、担当係長(相談)、担当係長(事業者指導・監査)、担当係
長(事業者指定)、担当係長(計画推進)

担当係長(特命)

地 域 保 健 課
担当係長(管理)、担当係長(保険事業)、担当係長(公害保
健)、担当係長(がん対策・健康計画)、担当係長(移転計画)

生 活 衛 生 課
担当係長(生活衛生)、担当係長(医療・薬事)、担当係長(環境
衛生)、担当係長(食品衛生)

健 康 推 進 課

担当係長(管理・事業)、担当係長(保健指導)、担当係長(感染
症)、担当係長(精神保健)、担当係長(栄養)、担当係長(医
務)、担当係長(支援計画)、担当係長（小児慢性移管準備）、
担当係長（統括保健師）

新型コロナウイルスワクチン接種担当課長
担当係長（新型コロナウイルスワクチン接種運営）、担当係長
（新型コロナウイルスワクチン接種調整）

長 崎 健 康 相 談 所
担当係長(管理・事業)、担当係長(保健指導)、担当係長(栄
養)、担当係長(医務)

子 ど も 若 者 課
担当係長(管理・計画)、担当係長(地域支援)、担当係長(子ど
も若者支援)、担当係長(人材育成)、中高生センター（2)

子 育 て 支 援 課
担当係長(庶務・事業)、担当係長(子ども家庭・女性相談)、担
当係長(児童給付)、担当係長（児童相談支援）

児童相談所設置準備担当課長
担当係長(管理)、担当係長(相談・調整)、担当係長（児童福
祉）、担当係長（心理支援）、担当係長（一時保護）

子 ど も 家 庭 支 援 セ ン タ ー
担当係長（管理）、担当係長(子どもの権利第1)、担当係長(子
どもの権利第2)、子ども家庭支援センター（2）

保 育 課
担当係長(総務総括)、担当係長(公立運営)、担当係長（公立
施設管理）、担当係長(給食指導)、担当係長(入園第一)、担
当係長(入園第二)、担当係長(幼稚園)、保育園（17）

保 育 政 策 担 当 課 長
担当係長(保育計画)、担当係長(私立保育所)、担当係長(地
域型保育事業)、担当係長（認可外保育施設）

保 育 支 援 担 当 課 長 担当係長(保育指導)、担当係長（巡回支援）

令和４年４月１日現在
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３.予算と決算 

 

＜令和４年度 一般会計当初予算（歳出）内訳＞ 

予算内訳・款 単位・千円 構成比（％） 

一般会計予算額 135,791,696 100.0  

議 会 費 651,207 0.5 

政 策 経 営 費 6,679,094 4.9 

総 務 費 7,979,303 5.9 

区 民 費 11,719,302 8.6 

文 化 商 工 費 5,735,014 4.2 

環 境 清 掃 費 4,748,279 3.5 

福 祉 費 31,709,328 23.4 

衛 生 費 8,388,415 6.2 

子ども家庭費 28,612,109 21.1 

都 市 整 備 費 14,292,562 10.5 

教 育 費 12,545,608 9.2 

公 債 費 2,331,475 1.7 

予 備 費 400,000 0.3 

※構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100にならない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

651,207

6,679,094
7,979,303

11,719,302

5,735,0144,748,279

31,709,328

8,388,415

28,612,109

14,292,562
12,545,608

2,331,475
400,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

議
会
費

政
策
経
営
費

総
務
費

区
民
費

文
化
商
工
費

環
境
清
掃
費

福
祉
費

衛
生
費

子
ど
も
家
庭
費

都
市
整
備
費

教
育
費

公
債
費

予
備
費

令和４年度 一般会計当初予算（歳出）内訳 （単位：千円） 



－11－

３.予算と決算 
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令和４年度 一般会計当初予算（歳出）内訳 （単位：千円） 

＜令和４年度 一般会計当初予算における福祉費の構成＞ 

予算内訳 単位・千円 構成比（％） 

福 祉 費 計 31,709,328 100.0 

総合高齢社会対策推進費   25,487 0.1  

福 祉 総務 費   1,732,844 5.5 

高齢者福祉費  1,486,760 4.7 

障 害 福祉 費   8,061,892 25.4 

生 活 福祉 費  16,127,557 50.9 

西部生活福祉費   601,284 1.9 

介 護 保険 費   3,673,504 11.6 

※構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100にならない場合がある。 
 
 
＜令和４年度 一般会計当初予算における子ども家庭費の構成＞ 

予算内訳 単位・千円 構成比（％） 

子ども家庭費 計 28,612,109 100.0 

子ども若者費   411,890  1.4 

子育て支援費  7,321,657 25.6 

保 育 費 20,878,562 73.0 

※構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100にならない場合がある。 
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